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① 低層住宅地において

する場合の敷地面積

②～⑪の変

変更箇所

平成１９年１１月版 
京都市都市計画局 
12月 20日に変更した地区等は次のとおりです～ 
新たに敷地を分割して建築

の最低限度の設定 

更箇所 

図 

（四ノ宮川東）
⑦ 渋谷街道沿道

⑪ 日野田頬町 

（本町通東） 

⑥ 墨染通沿道 ⑥ 墨染通沿道 

⑤ 油小路通沿道 

（大手筋通～外環状線） 

⑩ 府営小栗栖西団地 

⑧ 山科京津線

④ 油小路通沿道 

（九条通～十条通）

③ 御池通沿道地区

⑨ 国道９号沿道

② 職住共存地区の拡大


